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１．はじめに 

 2012年12月に発足した第二次安倍内閣では、

第一の矢となる「大胆な金融政策」、第二の矢

である「機動的な財政政策」とともに、第三の

矢として「民間投資を喚起する成長戦略」が策

定されている。ただ、その第三の矢については、 

第一および第二の矢と比較してその効果が十

分ではないとみる向きがある中、2014年11月、

「まち・ひと・しごと創生法（以下「創生法」

という。）」が成立し、さらに衆議院選挙で信任

を得た第三次安倍内閣において、3.5 兆円の経

済対策とともに閣議決定されたのが、本稿で取

  閣議決定された「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と 

  「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のポイント 
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ポイント 

 2014 年 12 月 27 日、第三次安倍内閣は、我が国の人口減少に歯止めをかけること等を目的に

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（以下「長期ビジョン」という。）」と、これを実現する

ための「まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）」を閣議決定した。両施

策は、人口減少時代の到来を正面から捉え、人口減少が地域経済社会に与える甚大な影響（消滅

可能性都市）を危惧したうえで、人口減少問題の克服等に向けて目指すべき将来のビジョンや今

後５年間の施策の方向性を示している。（図表１） 

 前述した「長期ビジョン」「総合戦略」に基づき、今後、都道府県および市町村（以下「地公体」

という。）は、遅くとも 2015 年度中に独自の「地方版総合戦略」を策定することになる。しかも、

従来の「縦割り」「全国一律」「バラマキ」「表面的」「短期的」という視点を排除することが求め

られており、地公体の創意工夫が問われている。 

 地公体が「地方版総合戦略」を策定あるいは実行するにあたっては、住民代表を加えた、産業界・

大学・金融機関・労働団体（以下「産官学金労」という。）の連携が強く期待されており、特に地

域金融の中核を担う信用金庫は積極的に関与していくことが求められる。 

（図表１）全体像 

 

（備考）首相官邸「まち・ひと・しごと創生本部」ホームページ（http://www.kantei.go.jp/jp/headline/chihou_sousei/）より抜粋 
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り上げる「長期ビジョン」と「総合戦略」であ

る。消費税 10％への引き上げを 2015 年 10 月か

ら 18 か月延長した第三次安倍内閣にとって、

地方の経済活性化を図る「地方創生」は最重要

施策であり、各府省庁や出先機関、地公体を大

きく巻き込んだ施策となっている。 

 

２．「長期ビジョン」と「総合戦略」とは 

 創生法第８条では、政府がまち・ひと・しご

と創生に関する目標や施策に関する基本的方

向等を定めることとされており、今般、閣議決

定された中長期的な展望を示す「長期ビジョ

ン」と今後５年間の施策の方向性を示す「総合

戦略」はまさにこれを踏まえたものとなってい

る。さらに、地公体については、これらの内容

を勘案し、「都道府県まち・ひと・しごと創生

総合戦略」「市町村まち・ひと・しごと創生総

合戦略」の策定・実行に努めることとされてい

る（第９条、第 10 条）。（図表２） 

 地方版総合戦略の策定にあたり、政府は、従

来の政策の検証を行い、①府省庁・制度ごとの

「縦割り」構造、②地域特性を考慮しない「全

国一律」の手法、③効果検証を伴わない「バラ

マキ」、④地域に浸透しない「表面的」な施策、

⑤「短期的」な成果を求める施策の５点を問題

点として掲げ、その排除を求めている。 

 さらに、政策５原則として「自立性」「将来

性」「地域性」「直接性」「結果重視」を挙げ、

関連する施策を展開するとしているが、特に

「直接性」においては、産学官金労の連携を促

すことにより、政策の効果をより高める工夫を

行うこととしている。 

 

３．信用金庫の役割 

 (1) 地公体における戦略策定・実行への関与 

 地公体による総合戦略の策定・実行は、努力

目標とされてはいるが、地域が真に生き残りを

賭けた施策を打ち出していくには避けられな

いものである。一方、一般的に、人的資源が都

道府県に比べて少ない市町村では、地域のステ

ークホルダーとなる産官学金労との連携が都

道府県以上に必要となってくる。このため、政

府が示す施策には、地域金融機関の役割として、

戦略策定・実行への関与とともに、実行にあた

っての個別施策でも期待される分野が多い。 

 (2) 個別施策 

 総合戦略では、地公体が「地方版総合戦略」

を策定・実行するうえで必要となる施策を「政

策パッケージ」として用意している。また、そ

の内容は「アクション・プラン（個別施策工程

表）」として明示されており、工程表には、時

間軸として「緊急的取組」「2015 年度」「2016

年度以降（５年後まで）」が明記されるととも

に、成果目標（2020 年ＫＰＩ／重要業績評価指

標：Key Performance Indicator）が記載され

ている。 

 図表３では、地域金融機関にとって関わりが

深く、その役割の発揮が必要と思われる施策お

よび政策パッケージの一部を取り上げている。

なお、地域金融機関の記載がある分野では、政

（図表２） 

 

（備考）首相官邸「まち・ひと・しごと創生本部」ホームページ（http://www.kantei.go.jp/jp/headline/chihou_sousei/）より抜粋 
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府系金融機関等の利活用についての記載も多

い。詳細は各々のアクション・プランを参照願

いたい。 

 

４．おわりに 

 政府は、「長期ビジョン」の冒頭において、

人口問題への基本認識として「国民の認識の共

有が最も重要である」としている。また、この

まま放置しておけば国の存続すら危ういとい

う強い危機感とともに、断固たる姿勢で取り組

むことも併せて強調している。 

 信用金庫業界では、既に中小・零細企業支援、

地場産業活性化、観光活性化等の分野で地公体

と連携している信用金庫もあり、今後は当該分

野も含めた前向きな対応が期待される。一方、

これまで具体的な施策にまで踏み込んだ連携

ができていない地域では、「地方版総合戦略」

の策定・実行への関与は、本質的な連携に取り

組む大きなきっかけとなる。いずれにしても、

地方創生への対応は避けては通れない道であ

り、今まで以上に踏み込んだ連携対応を図って

いく必要がある。 

 また、「地方版総合戦略」を策定する動きの

中で、各産業分野や地域において、規制緩和を

はじめとする様々な地殻変動も予想される。こ

うした外部情報にはアンテナを高く張り、「今、

この地域で何が起こっているのか、起ころうと

しているのか」を見定めたうえで、対応してい

く必要がある。 

 なお、今後、「地方創生」に関しては、新た

な動きも予想されることから、逐次、情報提供

を行っていきたい。 

                 以 上 

（図表３）政策パッケージで期待されている地域金融機関の役割 

施策内容（一部を抜粋） 地域金融機関の役割

地域の産官学金労が連携した総合戦略推進組織の整備
住民代表に加え、産業界・大学・金融機関・労働団体（産官学金
労）が連携

包括的創業支援
日本政策金融公庫等との協調融資を通じた官民の適切なリスク分
担

地域を担う中核企業支援
企業の事業性評価に基づく融資・コンサルティング機能の積極的
な発揮

新事業・新産業と雇用を生み出す地域イノベーションの推
進

目利き人材による民間企業のニーズと大学等の研究成果等のマッ
チングを促進

産業・金融一体となった総合支援体制の整備
政府系金融機関との協働案件の発掘・組成を通じたノウハウシェ
アなどの連携による地域における金融機能の高度化　等

事業承継の円滑化、事業再生、経営改善支援等
中小企業・小規模事業者に対する経営改善計画の策定支援やフォ
ローアップ　等

サービス産業の活性化・付加価値向上（ヘルスケア産業の
創出）

案件組成に向けた企業との連携、㈱地域経済活性化支援機構と設
立するヘルスケアファンドへの出資

農林水産業の成長産業化
農林漁業成長産業化ファンド等による出資やコンサルティング機
能等の活用による６次産業化の取組拡大

観光地域づくり、ローカル版クールジャパンの推進（「広
域観光周遊ルート」の形成・発信）

国内外の情報ネットワークや知見等の活用による観光を軸とした
地域活性化モデルの構築支援

観光地域づくり、ローカル版クールジャパンの推進（地域
資源を活用した「ふるさと名物」の開発支援、「地域ブラ
ンド」の確立等付加価値の向上等）

－

地域の歴史・街並み・文化・芸術・スポーツ等による地域
活性化

助言・コンサルティング機能の活用による、地域の資源を活用し
たビジネスモデルの構築支援

「プロフェッショナル人材」の地方還流 経営（サポート）人材のマッチング
大学・高等専門学校・専修学校等における地域ニーズに対
応した人材育成支援

－

企業の地方拠点強化等 －
知の拠点としての地方大学強化プラン（地方大学等の地域
貢献に対する評価とその取組の推進）

－

地元学生定着促進プラン（地方大学等への進学、地元企業
への就職や、都市部の大学等から地方企業への就職を促進
するための具体的な措置、学校を核とした地域活性化及び
地域に誇りを持つ教育の推進）

－

地域人材育成プラン（大学、高等専門学校、専修学校、専
門学校をはじめとする高等学校の人材育成機能の強化、地
域産業の振興を担う人材育成）

－

「小さな拠点」（多世代交流・多機能型拠点）の形成 事業主体への経営支援等
地方都市の拠点となる中心市街地等の活性化を強力に後押
しする包括的政策パッケージの策定

－

公共施設・公的不動産の利活用についての民間活力の活
用、空き家対策の推進

プロジェクト組成にかかる民間資金等活用事業推進機構との協働
 

   （備考）１．「まち・ひと・しごと創生総合戦略(2014 年 12 月 27 日閣議決定)」より地域・中小企業研究所作成 

       ２．「－」は、地域金融機関の役割について特段の記載はないものの、関連すると思われる施策 


